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平成17年11月22日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1729号

告
　
示

◯
字
の
区
域
の
変
更
（
九
八
五
・
市
町
村
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
優
良
図
書
等
の
推
奨
（
九
八
六
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
の
指
定
（
九
八
七
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
（
九
八
八
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
都
市
計
画
の
決
定
に
よ
る
送
付
図
書
の
縦
覧
（
九
八
九
〜
九
九
二
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
４

◯
都
市
計
画
の
変
更
に
よ
る
送
付
図
書
の
縦
覧
（
九
九
三
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
九
九
四
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
九
九
五
、
九
九
六
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
よ
る
市
町
村
道
の
工
事
の
完
了
（
九
九
七
・
道
路
課
）
…
５

公
　
告

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
潟

上
市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
同
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
変
更
の
処
分
は
、
当
該
変
更
区
域
に
係
る
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
換
地

処
分
の
公
告
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

変

更

前

の

字

の

区

域

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
面
無

三
一
の
一
の
一
部
、
三
一
の
二
の
一
部
、
三
一
の
四
の
一

部
、
三
二
、
三
三
の
一
部
、
三
三
の
一
、
三
四
か
ら
三
六

ま
で
、
三
七
の
一
部
、
三
八
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
鳥
巻

二
三
の
二
の
一
部
、
二
三
の
三
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
面
無

二
二
の
一
か
ら
二
二
の
四
の
各
一
部
、
二
二
の
五
、
二
二

の
七
の
一
部
、
二
四
の
二
の
一
部
、
二
五
の
一
部
、
二
六

の
一
、
二
六
の
二
、
二
七
の
一
か
ら
二
七
の
四
ま
で
、
二

八
の
一
、
二
八
の
二
、
二
九
の
一
、
二
九
の
二
、
三
〇
の

二
、
三
一
の
一
の
一
部
、
三
一
の
二
の
一
部
、
三
一
の
三
、

三
一
の
四
の
一
部
、
三
三
の
一
部
、
三
七
の
一
部
、
三
八

の
一
部
、
三
九
の
一
か
ら
三
九
の
四
ま
で
、
三
九
の
六
、

四
〇
の
一
か
ら
四
〇
の
五
ま
で
、
四
一
、
四
二
の
一
か
ら

四
二
の
三
ま
で
、
四
三
の
一
部
、
四
五
の
一
、
四
五
の
二

の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水

路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
正
戸
尻

一
の
二
の
一
部

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
槻

一
八
、
三
三
の
四
の
一
部
、
三
六
、
三
八
か
ら
四
一
ま
で
、

四
二
の
一
、
四
二
の
二
、
四
三
、
四
四
の
一
、
四
四
の
二
、

四
六
の
一
、
四
六
の
二
、
四
七
、
四
八
の
一
、
四
八
の
二

の
一
部
、
四
九
、
五
〇
の
二
の
一
部
、
五
一
、
五
二
の
一
、

五
二
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る

変
更
後
の
字
の
区
域

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字

高
野

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字

鳥
巻

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字

正
戸
尻
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秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
六
号

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十

三
号
）
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
図
書
を
優
良
な
図
書
と
し
て
推
奨
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

図
書

秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
七
号

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十

三
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
面
無

一
の
一
の
一
部
、
一
の
二
の
一
部
、
一
の
三
、
四
の
一
の

一
部
、
四
の
二
、
四
の
三
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
槻

二
四
の
一
、
二
五
、
三
一
、
三
二
の
一
、
三
二
の
二
、
三

三
の
一
か
ら
三
三
の
三
ま
で
、
三
三
の
四
の
一
部
、
三
三

の
五
、
三
四
の
三
、
四
八
の
二
の
一
部
、
五
〇
の
二
の
一

部
、
五
二
の
二
の
一
部
、
五
三
の
三
、
五
四
の
三
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有

地
の
全
部
並
び
に
二
六
、
二
七
、
二
九
、
三
〇
の
一
に
隣

接
す
る
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
蘭
戸
下

一
九
の
一
の
一
部

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
正
戸
尻

一
の
二
の
一
部
、
六
四
の
一
の
一
部
、
六
五
の
一
の
一
部

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
面
無

七
の
一
の
一
部
、
九
の
一
部
、
一
〇
、
一
三
の
五
の
一
部
、

一
六
か
ら
一
八
ま
で
、
一
九
の
一
部
、
二
四
の
二
の
一
部
、

四
三
の
一
部
、
四
五
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
荒
屋

二
六
の
一
部
、
二
七
の
二
の
一
部
、
二
八
の
一
部
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有

地
の
全
部
並
び
に
二
七
の
一
、
二
七
の
三
に
隣
接
す
る
水

路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部

潟
上
市
昭
和
豊
川
竜
毛
字
桃
木
田

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字

正
戸
尻

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字

面
無

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字

蘭
戸
下

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字

保
龍
田

二
及
び
こ
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有

地
の
全
部
並
び
に
一
の
二
、
四
の
一
、
四
の
二
、
二
〇
の

二
、
二
一
、
二
二
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有

地
の
全
部

推
奨
番
号

六

推
　
奨
　
理
　
由

こ
の
本
で
は
青
少
年
が

知
性
と
感
性
を
磨
く
う
え

で
読
書
の
大
切
さ
を
訴
え

て
お
り
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
を
図
る
う
え
に
お

い
て
有
益
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
。

発
　
　
行
　
　
所

株
式
会
社
メ
デ
ィ
ア
パ

ル

図
　
　
　
　
　
書
　
　
　
　
　
名

み
ん
な
本
を
読
ん
で
大
き
く
な
っ
た

指
定
番
号

一
〇
三
六
四

指
　
定
　
理
　
由

著
し
く
青
少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激
し
、
及
び
著

発
　
　
行
　
　
所

株

式

会

社

双

葉

社

図
　
　
　
　
　
書
　
　
　
　
　
名

漫
画
大
衆
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
　
１
２
月
号
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秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
八
号

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十

三
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
興
行
を
青
少
年
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
、
平

成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

映
画

３

一
〇
三
六
五

一
〇
三
六
六

一
〇
三
六
七

一
〇
三
六
八

一
〇
三
六
九

一
〇
三
七
〇

一
〇
三
七
一

一
〇
三
七
二

一
〇
三
七
三

秋

田

書

店

株

式

会

社

海

王

社

セ

ブ

ン

新

社

笠

倉

出

版

社

株
式
会
社
白
石
書
店

株
式
会
社
メ
デ
ィ
ア
ッ

ク
ス

鉄

人

社

ミ

リ

オ

ン

出

版

㈱

有
限
会
社
ア
ン
チ
メ
デ

ィ
ア

プ
レ
イ
コ
ミ
ッ
ク
　
Ｎ
ｏ．

２
１

艶
剣
（
ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
）
Ｖ
ｏ
ｌ．

１
２

レ
デ
ィ
ー
ス
・
コ
ミ
ッ
ク
微
熱
　
１
２
月
号

絶
対
恋
愛
Ｓ
ｗ
ｅ
ｅ
ｔ
（
ス
ウ
ィ
ー
ト
）

１

１
月
号

Ｎ
Ｐ
！
　
１
２
月
号

パ
ソ
コ
ン
パ
ラ
ダ
イ
ス
　
１
２
月
号

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
　
１
２
月
号

漫
画
実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ
　
１
２
月
号

遊
名
人
（
Ｙ
Ｕ
Ｍ
Ｅ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｎ
）

Ｖ
ｏ
ｌ．

５

し
く
青
少
年
の
粗
暴
性

又
は
残
虐
性
を
誘
発
し
、

又
は
助
長
し
、
そ
の
健

全
な
育
成
を
阻
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

六
三
九
〇

六
三
九
一

六
三
九
二

六
三
九
三

六
三
九
四

六
三
九
五

六
三
九
六

六
三
九
七

六
三
九
八

六
三
九
九

六
四
〇
〇

六
四
〇
一

六
四
〇
二

六
四
〇
三

六
四
〇
四

六
四
〇
五

六
四
〇
六

六
四
〇
七

オ

ー

ピ

ー

映

画

新

日

本

映

像

〃

オ

ー

ピ

ー

映

画

ミ
ラ
ク
ル
ヴ
ォ
イ
ス

オ

ー

ピ

ー

映

画

新

日

本

映

像

〃

新

東

宝

映

画

オ

ー

ピ

ー

映

画

〃

東

北

新

社

オ

ー

ピ

ー

映

画

新

日

本

映

像

〃

オ

ー

ピ

ー

映

画

新

日

本

映

像

〃

四
十
路
の
色
気
　
し
と
や
か
な
官
能

ノ
ー
パ
ン
家
庭
教
師
　
痺
れ
下
半
身

肉
屋
と
義
母
―
う
ば
う
！
―

未
亡
人
女
将
　
我
慢
で
き
な
い
の

ス
ウ
ィ
ー
ト
・
ス
ウ
ィ
ー
ト
バ
ッ
ク

優
し
い
愛
に
つ
つ
ま
れ
て

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
　
ノ
ー
パ
ン
家
庭
教
師
　

痺
れ
下
半
身

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
　
肉
屋
と
義
母
―
う
ば

う
！
―

Ｓ
Ｅ
Ｘ
マ
シ
ー
ン
　
卑
猥
な
季
節

女
サ
ギ
師
　
い
ん
ら
ん
痴
肉

痴
漢
電
車
　
エ
ッ
チ
な
痴
女
に
御
用
心

タ
ブ
ロ
イ
ド

乱
れ
三
姉
妹
　
う
ね
る
萌
え
尻

五
十
路
お
ば
さ
ん
　
助
平
っ
た
ら
し
い
尻

女
子
寮
の
好
色
親
爺
　
屋
根
裏
の
覗
き
穴

淫
ら
な
果
実
　
も
ぎ
た
て
白
衣

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
　
五
十
路
お
ば
さ
ん

助
平
っ
た
ら
し
い
尻

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
　
女
子
寮
の
好
色
親
爺

屋
根
裏
の
覗
き
穴

六
三
八
七

六
三
八
八

六
三
八
九

著
し
く
青
少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激
し
、
及
び
著

し
く
青
少
年
の
粗
暴
性
又

は
残
虐
性
を
誘
発
し
、
又

は
助
長
し
、
そ
の
健
全
な

コ

ム

ス

ト

ッ

ク

ム
ー
ビ
ー
ア
イ
エ
ン
タ
テ

ィ
ン
メ
イ
ン
ト

新

東

宝

映

画

イ
ン
サ
イ
ド
・
デ
ィ
ー
プ
・
ス
ロ
ー
ト

秘
密
の
か
け
ら

悶
絶
ふ
た
ま
た
　
流
れ
出
る
愛
液

指
定
番
号

指
　
定
　
理
　
由

配
　
　
給
　
　
元

題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

育
成
を
阻
害
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
。



平成17年11月22日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1729号

秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
長
か

ら
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建

設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

秋
田
都
市
計
画
地
区
計
画
（
御
所
野
地
蔵
田
地
区
計
画
）
の
決
定
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計

画
書

二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
九
百
九
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
長
か

ら
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建

設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

秋
田
都
市
計
画
地
区
計
画
（
御
所
野
元
町
地
区
計
画
）
の
決
定
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画

書
二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
九
百
九
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
長
か

ら
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建

設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

秋
田
都
市
計
画
地
区
計
画
（
御
所
野
下
堤
・
元
町
地
区
計
画
）
の
決
定
の
総
括
図
、
計
画
図
及

び
計
画
書

二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
九
百
九
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
長
か

ら
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建

設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

秋
田
都
市
計
画
地
区
計
画
（
土
崎
港
中
央
四
丁
目
地
区
計
画
）
の
決
定
の
総
括
図
、
計
画
図
及

び
計
画
書

二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
九
百
九
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
長
か
ら
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、

都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

秋
田
都
市
計
画
用
途
地
域
（
土
崎
港
中
央
四
丁
目
地
区
）
の
変
更
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計

画
書

二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
九
百
九
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

４

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

路
　
　
線
　
　
名

旧
新
別

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間



平成17年11月22日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1729号

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
十
二
月
五
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
百
九
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
十
二
月
五
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
百
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
十
二
月
五
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
百
九
十
七
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
市
町
村
道
の
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
施
行
令

（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
七
十
五
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

５

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

二
百
八
十
二
号

二
百
八
十
二
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

八
・
〇
〇
〜
四
四
・
〇
〇

九
・
〇
〇
〜
九
二
・
〇
〇

八
・
〇
〇
〜
四
四
・
〇
〇

九
・
〇
〇
〜
九
二
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

五
・
二
四
八

三
・
八
七
三

五
・
二
四
八

四
・
八
二
五

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
市
花
輪
字
鉄
砲
二
四
番
一
地
先
か
ら
十
和
田
毛
馬
内
字
上
陣
場
七
四

番
五
地
先
ま
で

鹿
角
市
花
輪
字
鉄
砲
二
四
番
一
地
先
か
ら
十
和
田
錦
木
字
下
野
田
三
八
番

二
ま
で

鹿
角
市
花
輪
字
鉄
砲
二
四
番
一
地
先
か
ら
十
和
田
毛
馬
内
字
上
陣
場
七
四

番
五
地
先
ま
で

鹿
角
市
花
輪
字
鉄
砲
二
四
番
一
地
先
か
ら
十
和
田
毛
馬
内
字
中
陣
場
七
八

番
一
ま
で

ＡＢＡＢ

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

二
百
八
十
二
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
市
花
輪
字
鉄
砲
二
四
番
一
地
先
か
ら
鹿
角
市

十
和
田
毛
馬
内
字
中
陣
場
七
八
番
一
ま
で

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

百
八
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
上
川
内
字
二
ツ
森
二
五
番
七

地
先
か
ら
字
田
代
二
五
番
二
地
先
ま
で

市

町

村

名

湯

沢

市

工
事
の
完
了
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一

日

工
事
の
種
類

橋
梁
整
備

路
　
線
　
名

（
橋
り
ょ
う
名
）

菅
生
生
内
線

（
銀
河
大
橋
）

工
　
事
　
の
　
完
　
了
　
し
　
た
　
区
　
間

湯
沢
市
皆
瀬
字
滑
坂
二
番
一
か
ら
字
下
木
積
場
五
十
一
番
三
ま
で
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平
成
十
七
年
九
月
二
十
八
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
野
口
地
区
ほ
場
整
備
事
業
（
担
い
手
育
成

型
）
）
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

６

市

町

村

名

湯

沢

市

工
事
の
完
了
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一

日

工
事
の
種
類

橋
梁
整
備

路
　
線
　
名

（
橋
り
ょ
う
名
）

菅
生
生
内
線

（
銀
河
大
橋
）

工
　
事
　
の
　
完
　
了
　
し
　
た
　
区
　
間

湯
沢
市
皆
瀬
字
滑
坂
二
番
一
か
ら
字
下
木
積
場
五
十
一
番
三
ま
で

公
　
　
　
　
　
　
告

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
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m
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b
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.co
.jp
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